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 和光市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（以下、「総合戦略」。）は、国や埼玉県の総

合戦略を勘案するとともに、「和光市人口ビ

ジョン」や各種調査結果を踏まえ、第四次

和光市総合振興計画基本構想と整合性を図

ものとして、「素案」が公表されています。 

特に、「総合戦略」策定の前提となる人口

ビジョンをみると、ファミリー層の転出半

減や出生率上昇すれば人口減少や高齢化が

緩やかになると推計しています。 

なお、人口ビジョンでの人口推計は、和

光市公共施設白書での人口推計に準じて、

平成２２年、平成２７年の住民基本台帳実

績値による「基本推計」とし、それを基に

現在の人口動態の課題を前提にシミュレー

ションを行っています。 

その結果、ファミリー層流出半減や出生

率上昇となった場合には、人口減少や高齢

化が緩やかになると推計しています。しか

し、「生産年齢」と「年少・高齢者」の人口

構成をみると「総合戦略」で触れているよ

うに、財政需要の増大と税収などの歳入に

関して、より的確な見通しと行財政運営が

重要となると考えます。 
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◇平成２７年１２月議会では、３点の一般

質問を行いました。その概要は以下のとお

りです。 

（なお、監査委員のため、新規事業を求め

るような質問は、控えるようにしていま

す。ご理解ください。） 

 １．脳震盪（脳震とう）への

理解や啓発 

【質問】 学校生活での事故への対応はど

のようになっているのか。 

また、授業や部活動などで脳震盪（脳震と

う）を起こした場合の対応はどのようになっ

ているのか。特に、スポーツなどでは脳震と

うを繰り返すことがあり、脳震とうを起こし

た後の対処が重要との専門の指摘がある。 

脳震とうに関して知識と対処法を知って

おくことは大切なことであ

ると考えるが、周知や啓発

について伺う。 

【答弁】 けがが発生し

た際は、指導教員やその場

に立ち会った職員の判断で、

速やかに保健室での応急の対応や治療を行

っている。特に、ケースによっては保護者と

連絡を取り、掛かりつけの医師の診察を受け

ることを原則としている。学校では、慎重な

対応を図ってきている。脳震とうに関しては、

武道の必修化に際し、文部科学省の資料にお

いて、脳震とうについての指摘が行われてい

ます。 

 自己やケガが発生した場合原因の分析、再

発防止、保護者への丁寧な説明や謝罪を行い、

ご理解をいただくよう努めてきており、教師

の適切な指導、安全な学習環境づくり、児童・

生徒の安全についての意識向上などを通し

て、けがの防止に一層努めていきたい。 

《参考》 現在、文科省においては、学校事

故の原因究明に向けた指針作りを行ってお

り、原因究明の組織設置を盛り込むことも検

討中としています。 

２．『子ども・子育て支援計画

実現に向けた保育士の確保』 

【質問】 平成２７年度から子ども・子

育て支援の事業計画がスタートした。この中

では、保育園、認定こども園の整備、さらに

は、地域型保育の施設整備あげら

れている。しかし、事業計画の 

実現には、保育士さんの確保が 

重要な課題ともなると考える。 

国の方でも動きがあると聞くが、

和光市として保育士さんの確保策をどうす

るのか。 

【答弁】 施設型保育施設（保育園や認定

こども園など）は、平成３１年度に 2,557 人

の定員を推計し、保育園２施設、認定こども

園２施設の整備するほか、認可保育所などの

認定こども園への移行を推進する計画とな

っています。また、保育士の配置は、子ども

の年齢や人数で配置基準が異なります。 

 保育士確保策については、現在も募集して

おり、ホームページや市の広報などで周知を

図っている。さらに、市の単独事業として、

保育士の人材育成や常勤保育士の雇用促進

を行う保育所などに対して補助金を交付し

ている。厚生労働省において、保育士の配置

人数の一部を小学校教諭や養護教諭により
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代替できる制度など検討している

状況を注視すること、専門学校や

大学との連携による実習生の受け

入れなど、魅力ある保育業務を和

光市から発信し、雇用規模を上げ

ていきたいと考えています。 

《参考》 平成２８年 4 月に保育

園 1 ヵ所（７０名定員）、小規模保

育園５ヵ所が開設予定。右の表は、

保育所などの施設の見通しです。 

 

３．『財政運営の説明に工夫を』 

【質問】 「行政経営方針」や「実施計画」

での財政規模では、国県負担金補助金、地方

債などの特定財源や市税などの一般財源を 

合わせた事業費規模で主に説明されている。

健全財政の運営を考えるならば市税など市

の裁量で政策経費に使える財源、すなわち一

般財源についてわかりやすい説明の工夫が

必要ではないか。 

【答弁】 和光市行政経営方針では、歳入

見込み額により行政経営方針での事業規模

としている。このため、投資的事業に係る国

庫支出金、基金繰入金、市債などの特定財源

も含まれているため、大規模事業が見込まれ

るかどうかによって、行政経営方針での事業

規模が大きく増減することとなる。市が自由

に使える一般財源がどのような状況にある

か考えておくことは重要と認識しています。  

 理論的な数値ですが、市税や地方交付税な

どの経常一般財源から、人件費・扶助費・公

債費など毎年支出する経費を差し引いた額

が、平成１９年度の約４２億円が平成２６年

度で約１６億円へと大幅に減少し財政の硬

直化が進んでいる。このような財政状況を、 

財政白書などを通じて、よりわかりやすい形 

 

で市民の皆さまにお知らせするとともに、行

政経営方針の策定にも活用していきたい。 

《参考》 表は、行政経営方針で示されてい

る金額です。平成２８年度の歳入見込は、２

３５億円で、そのうち８１億円が義務的な経

費に充てられるため１５４億円が、平成２８

年度予算編成の基となる実施計画での採択

可能額となります。 

 仮に、一般財源が 170億円程度と見込むと、

８１億円の財源はほぼ一般財源であり、残り

の一般財源８９億円となり、さらに法律など

で決まっている市負担金、経常的に支出する

事業費の動向や見通しに関して、行政として

わかりやすく説明していくことが大切と考

えます。 

※一般質問の様子は、和光市議会のホームペ

ージで録画配信をしています。 
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 和光市の「子ども・子育て支援」や「介 

護」を中心として、市外からの議会関係の 

視察が増えており、平成２３年度１７団体 

が、平成２６年度で４６団体、平成２７年 

度は１月時点で約６０団体と大幅に増えて 

います。この他にも、国や他自治体行政関 

係などからも視察に訪れています。 

 介護保険は、３年ごとの計画見直しによ

り事業を進めていくものです。平成２７年

度から３カ年の計画では、介護予防を重視

し、「居宅を中心としたサービスの充実」、

「介護や認知症のサポーター養成」といっ

た「地域包括ケア推進」を図っていくこと

としています。 

しかし、高齢化の進展が想定される中、和

光市が目指す在宅を中心とした介護サービ

ス体制を着実に進めるためには、こうした方

向性について、市民への説明、理解を求める

ことに一層の努めていくことが大切と考え

ます。 

《参考》 グラフは、各市の「介護保険事業

計画」より、表は、埼玉県の統計やデータよ

り作成したものです。高齢化率だけではなく、

人数、介護出現率、介護状態などを勘案して

の施策の検討、展開が必要と考えます。 

（注：表のデータは、平成２３年１１月の埼

玉県ホームページの資料より作成。新設など

で数字に異動がある場合があります。） 


